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住宅・建築物の面積区分別の合計床面積と棟数

●住宅

●建築物（非住宅）

は、省エネ法の届出義務の対象となる2,000㎡以上

１
建築着工統計（平成17年度）より集計



省エネ法の概要

２

工場・事業場

事業者の努力義務・判断基準の公表

第一種ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場
（ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量3,000kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の指示、公表、命令
（罰則）

第二種エネルギー管理指定工場
(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量1,500kl/年）
• ｴﾈﾙｷﾞｰ管理員の選任
• ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
• 従来の熱・電気の区分を廃止、熱と
電気を合算して（原油換算）規制。
← 判断基準に照らし、著しく不十分
であるとき、大臣の勧告

[今般の改正のポイント]
○従来分けていた、熱と電気の管理に
ついて、昨今の工場・事業場におけ
る実態を踏まえ、一体的に管理する
よう改正。

○結果として、指定工場裾切り値を事
実上の引き下げ、対象工場・事業場
数を拡大

○登録調査機関制度の創設（同機関
の確認調査を受けた場合において、
定期報告の提出等を適用除外）

運 輸

１．輸送事業者（貨物・旅客）
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定輸送事業者
（保有車両数 ﾄﾗｯｸ200台以上、鉄道

300両以上等）
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の勧告、公表、命令
（罰則）

２．荷主
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定荷主
（年間輸送量が3000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況
等の定期報告

←判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の勧告、公表、命令
（罰則)

[今般の改正のポイント]
○新たに、運輸部門に関する措置を
追加。（定期報告等は19年4月か
ら）

住宅・建築物

建築主・所有者の努力義務
判断基準の公表
・ 建築主・改修を行う者、特定建築物
所有者に対し、建築物の設計、施工
及び維持保全について指導、助言。

• 住宅の設計・施工について国土交通
大臣が指針公表。

特定建築物
（延べ床面積2,000㎡以上の住宅を含
む建築物）
・ 特定建築物について、新築、大規模
改修を行う建築主・所有者（特定建
築主等）の、所管行政庁※に対する
省エネ措置の届出義務。
←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の指示・公表。
（※所管行政庁：建築主事を配置し、建築確認
等を行う都道府県等）

・ 届出を行った特定建築主等の、維持
保全の状況に係る所管行政庁への
定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の勧告。

[今般の改正のポイント]
○新たに、建築物の所有者（維持・保
全、修繕、改修）を対象に位置づけ。
○新たに、大規模な改修の場合にお
ける届出を義務付け。
○新たに、2000㎡以上の住宅を、
特定建築物の対象に加え、届出を
義務付け。

機械器具

平成18年4月施行の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法
で導入される温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、エネルギー
起源二酸化炭素の排出量については省エネ法に基づく定期報告のデータを活用す
ることとしている。

平成１７年８月成立・公布、平成１８年４月施行

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費機器の製造・
輸入事業者の努力義務

特定機器
判断断基準の公表
（トップランナー基準）
・乗用自動車、ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ等の
省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準。それぞれの
機器において現在商品化さ
れている製品のうち最も優れ
ている機器の性能以上にす
ることを求める。
・新たに、液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏTV、

DVDﾚｺｰﾀﾞ、重量車を対象追
加。
←性能の向上を相当程度行う
必要があるとき、大臣勧告・
公表。

一般消費者への情報提供
・電力・ガス会社等による省エ
ネ機器普及や情報提供事業
の実施と実績の公表
・家電等の小売業者による店
頭での分かりやすい省エネ
情報（年間消費電力、燃費
等）の提供

[今般の改正のポイント]
○新たに、情報提供の努力義
務を規定。

情報提供



住宅の省エネ基準と木造住宅の断熱施工

●断熱施工のイメージ●住宅の省エネ基準のイメージ

床と壁の取り合い部

・断熱材をすき間なく

施工

・乾燥木材をカットして

すき間なく施工

筋交い部

・断熱材を筋交いに

合わせてカット

・はがした防湿層を

かぶせる

外壁断熱
100mm

南窓の軒
ひさし

天井断熱
180mm

床断熱
100mm

東西窓の
日除け

常時換気
システム

窓は複層
ガラス
（可能なら
断熱サッシ）

暖冷房は
エアコン

連続す
る防湿
気密層

３



伝統的な環境調和型住宅と木造住宅の森林吸収源対策への貢献

木造住宅の森林吸収源対策への貢献伝統的な環境調和型住宅（例）

Ｃ

Ｃ

Ｏ2

Ｃ

Ｃ

ＣＯ
2

木造住宅を巡る木材の循環

森林

木材

光合成

木造住宅

解体後
熱利用

木造住宅

●木造住宅の
振興は、国産材
の利用を通じて
森林吸収源対
策に貢献

●伝統的に日本人は
環境に調和した住宅
を好む傾向

４



家庭におけるエネルギー消費実態と現行の省エネ基準

冷房用
2%

厨房用
6%

動力他
37%

給湯用
28%

暖房用
27%

●家庭におけるエネルギー消費の実態

出典：エネルギー経済統計要覧

2006年199 9年
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共 用 設 備 に
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共 用 設 備 に
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基 準 策 定年

●住宅・建築物の省エネ基準 （建物本体・建築設備）

住宅・建築物では、暖房用、給湯用、動力他のエネルギーが、そ
れぞれ一定の割合をもって使用されており、総合的な対策が必要。

５



既存ストックの省エネ改修の例

高断熱窓への取り替え

壁の断熱改修

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

高効率な設備への取り替え

【参考】機器のエネルギー消費効率
の改善実績（例）
・ルームエアコン（全体）：67.8％
（1997→2004）
・蛍光灯器具（全体）：35.6％
（1997→2005）
・給湯器（個別）：15～30％

（エコキュート、エコジョーズ等の例）

高効率照明器具への取り替え 熱源装置の台数分割
（部分負荷時の効率向上）

６



住宅性能表示制度の普及状況

●制度の実績

○新設住宅着工戸数に占める割合（2006年度）
約20％

○累計交付戸数（2007年3月末まで）：
設計住宅性能評価(新築住宅) 91万戸
建設住宅性能評価(新築住宅) 52万戸

13,214 24,706 42,036 54,061 58,217 61,945
48,457

68,939

95,178
109,177

137,077

193,562

61,671

93,645

137,214

163,238

195,294

255,507

5.3%

8.2%

11.7%

13.7%

15.6%

19.9%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18

戸建住宅 共同住宅 合計 新築着工に占める割合

等級４ 平成11年基準相当

等級３ 平成４年基準相当

等級２ 昭和55年基準相当

等級１ 対策なし

①

⑤

③

⑥

④維持管理・更新への配慮

⑨

⑦

⑧

⑩ 防犯

② 火災時の安全

●制度のイメージ

省エネルギー対策等級

７



●評価結果の提出義務及び公表

●評価結果を活用したインセンティブの付与

●評価結果を活用した消費者への情報提供

名古屋市、大阪市、横浜市、京都市、京都府、大阪府、神戸市、川崎市、兵庫県、静岡県で導入済み

地方自治体におけるＣＡＳＢＥＥの活用

・建築物の新築・増築は工事着手21日前までにCASBEEによる評価結果を届出。
・届出された建築物環境計画書の概要をインターネット・窓口で公表。

・金融機関との連携による融資優遇（川崎市）

・補助事業の採択要件化、優先順位の評価項目（大阪市、名古屋市）
・総合設計制度の許可要件化（大阪市、横浜市等）

・マンション広告への評価結果表示義務（川崎市）

横浜銀行 星印３個以上の新築マンションについて、店頭表示金利より、最大▲1.0％の金利を優遇。
住友信託銀行 星印３個以上の新築マンションについて、店頭表示金利より最大1.2％の金利を優遇。

（3個で▲0.8％、4個で▲1.0％、5個で▲1.2％）

環境配慮マンション向け金利優遇住宅ローン（川崎市）

民間企業におけるＣＡＳＢＥＥの活用

民間企業の自主的な取組として、評価結果の自主的な公表によるアピールや物件の
プロポーザル要件とするなどの取組例がある。

ＣＡＳＢＥＥの活用事例

８



ＣＡＳＢＥＥの充実

●ＣＡＳＢＥＥによるＣＯ２を明示した評価イメージ

ＬＣＣＯ２削減量又は率LCCO2量又は率

0 20 40 60 80

建設 改修・修繕・解体 運用

100%

88%

参照値

評 価

対 象

（kg-CO2/年・㎡）

0 20 40 60 80

建設 改修・修繕・解体 運用

100%

88%

参照値

評 価

対 象

（kg-CO2/年・㎡）

●CASBEEすまい（戸建）（開発中）のイメージ●CASBEEまちづくり（2006年開発）の評価対象

９

QUD-1：自然環境
QUD-2：地区のサービス性能
QUD-3：地域社会への貢献

LUD-1：微気候・外部空間の環境影響
LUD-2：社会基盤
LUD-3：地域環境マネジメント

QQUDUD：まちづくりにおける環境品質・性能環境品質・性能

ＬＬUDUD：まちづくりにおける環境負荷：まちづくりにおける環境負荷

BEEBEEUDUD =

QH-1: 室内環境を健康・快適・安心にする
QH-2: 長く使いつづける
QH-3: まちなみ・生態系を豊かにする

LRH-1: エネルギーと水を大切に使う
LRH-2: 資源を大切に使いゴミを減らす
LRH-3: 地球・地域・周辺環境に配慮する

QQHH：すまい(戸建)における環境品質・性能環境品質・性能

ＬＬHH：すまい：すまい((戸建戸建))における環境負荷における環境負荷

BEEBEEHH =

戸建住宅は、日本にある住宅の約半分を占め、
毎年約５０万戸建設されている。

CASBEEすまい（戸建）

１． 環境に配慮した住宅を増やして、

日本全体の環境負荷を削減する

２． 日本全体の住生活の質を向上させる



複数建物での面的なエネルギー対策

複数の建物での面的なエネルギー対策により、個々の建物単位では実現できないエネルギーの
効率的な利用が可能。

［効果例］
・スケールメリットを生かし、個々の建物では導入が難しい設備（より高効率な設備、蓄電・蓄熱
や燃料電池等分散型設備、地域の特性に応じた太陽光・風力設備等）が導入可能。
・このような設備の採用・組合せにより、部分負荷運転を回避し、設備を最適な状態で運転可能。
・エネルギー利用の平準化効果。

●熱融通による効率改善のイメージ

年間を通じ、時間帯ごとに街区内で最も効
率の良くなる組合せで機器を運転し、建物間
で熱の融通を行なうことにより、街区全体の
効率が改善

ピーク時間帯以外は個々の建物で機器が
部分負荷運転となり、長時間の低効率な運
用となる

＜個々の建物で計画する場合＞ ＜複数建築物で計画する場合＞

10



複合開発の例 ～晴海トリトンスクエア～

※ＤＨＣシステム性能評価委員会試算

計測

性能評価

ｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ

（実稼働での性能検証）

Ｈ1３年度 Ｈ1４年度 Ｈ1５年度Ｈ1２年度

データ取りデータ取り データ取り

省エネ性

環境保全性

ﾘｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ

機能性
制御性
経済性

普遍性

保守性他

ﾘｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ

計測準備

機器確認

工場試験

準備期間

（準備段階）

・3年間性能検証・モニタリング調査
・結果を元に改善計画策定･実行

0
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●一般ビル比 28％省エネルギー
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28％減
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●一般ビル比 32％省ＣＯ２ＤＨＣ
プラント

エネルギーの面的利用

ＤＨＣ
プラント

ＤＨＣ
プラント

ＤＨＣ
プラント

エネルギーの面的利用

・街区全体のエネルギー管理主体の設置
・継続的性能評価手法の導入

●取組の概要

●期待される効果

＜地区の概要＞
所在地：東京都中央区晴海１丁目
事業主体：東京都市サービス㈱
開発面積：約10万㎡
延床面積：約60万㎡

・計画段階から街づくりとエネルギー計画を一体化
・最新鋭の省エネシステムの採用（大型蓄熱槽、高効率熱源機等）

出典：平成17年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業補助金 「自治体・都市再生向けエネルギーシステム普及促進セミナー」資料
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既存建物の改善の例 ～横浜市新横浜地区～

●期待される効果

・隣接する複数の建物の負
荷が集約されることにより、
建物単体ではなし得ない
効率化を実現

所在地：横浜市港北区鳥山町1752
事業主体：横浜市、㈱エネルギーアド

バンス、東京ガス㈱
敷地面積：約３.５万㎡
延床面積：約４万㎡（３建物合計）

（屋上へのコージェネレーション機器の導入）

＜地区の概要＞

出典：横浜市まちづくり調整局ほか、「横浜市ＥＳＣＯ事業事例」パンフレット

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

＜改修前＞ ＜改修後＞

年間のＣＯ2
排出削減効果

30.5％削減
年間のエネルギー
消費量（一次ｴﾈﾙｷﾞｰ）

18.2％削減

＜改修前＞ ＜改修後＞

総合医療
センター

リハビリ
センター

ラポール

総合医療
センター

リハビリ
センター

ラポール
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

（1.4万m2平成４年開館）
- 空調熱源機２台のうち１台を更新

（1.2万m2昭和６２年開所）
- ガスエンジン （350kW､発電効率40.5% ）コー
ジェネレーションシステムを新設
- コージェネ排熱投入型吸収冷温水機を新設

（1.4万m2 平成４年開設）
- 空調熱源機２台のうち１台を更新 ほか

スポーツ文化センター 横浜ラポール

総合リハビリテーションセンター

総合保険医療センター

・３つの建物間に熱融通導管を設置
・送風機、ポンプ類のインバータ制御を導入
・施設内部にほとんど影響することなく進められる改修工事を採用等

●取組の概要
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